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＜入札参加申込みから物件引渡しまでの流れ（概要）＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①  入札参加の申込み 

  期 間 令和７年７月１日(火)から令和７年７月３０日(水)まで 

        ９時から１６時(土日祝日を除く) 

  提 出 物 【個人の場合】※証明書類の発行の日付等に注意 

○普通財産売却一般競争入札参加申込書(様式第１号)  

○住民票（発行後１箇月以内のもの） 

○印鑑登録証明書（発行後１箇月以内のもの） 

○納税証明書（直近２か年の所在市町村税の未納のない証明） 

○誓約書(様式第２号) 

○同意書（様式第３号、未成年、被保佐人、被補助人の方のみ) 

        【法人の場合】※証明書類の発行の日付等に注意 

○普通財産売却一般競争入札参加申込書(様式第１号)  

○履歴事項全部証明書（発行後１箇月以内のもの） 

○印鑑証明書（発行後１箇月以内のもの） 

○納税証明書※（直近２か年の所在市町村税の未納のない証明） 

○誓約書(様式第２号) 

  場 所 いすみ市役所大原庁舎 ２階 財政課 

        （窓口に持参又は郵送（書留等）により提出） 

②  入札物件の公開期間（確認希望者は事前に財政課へ連絡） 

  期 間 令和７年７月１日(火)から令和７年７月３０日(水)まで 

        ９時から１６時(土日祝日を除く) 

③  入札書受付期間及び場所 

  期 間 令和７年７月１日(火)から令和７年７月３０日(水)まで 

        ９時から１６時(土日祝日を除く) 

必要書類等  ○入札書(様式第４号)   

○封筒 

         ○印鑑(印鑑登録証明書又は印鑑証明書の印) 

         ○代理人の印鑑(参加申込人以外が提出する場合に限る) 

         ○委任状(様式第５号。参加申込人以外が提出する場合に限る) 

         〇身分証明書（運転免許証等。参加申込人以外が提出する場合は参

加申込人の身分証明書コピーと、代理人の身分証明書を持参） 

  場 所 いすみ市役所大原庁舎 ２階 財政課 

（窓口に持参又は郵送（書留等）により提出） 

④  開札 

日 時 令和７年７月３１日(木) 午前１０時００分 

場 所 いすみ市役所大原庁舎 ２階２０３会議室 

⑤  落札 

  契約書と納入通知書の交付 

⑥  契約締結時期及び売却代金の納入期限 

令和７年８月７日(木)までに契約を締結する。 

  契約代金の納入は、契約締結の日から１４日以内に完納すること。 
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いすみ市普通財産売払入札公告 

  

  いすみ市普通財産売り払いに係る一般競争入札の実施について  

 地方自治法第 234 条第１項の規定により、一般競争入札を次のとおり実施する。  

令和７年７月１日  

いすみ市長  太 田   洋    

  

【入札物件１】  

第１ 一般競争入札に付する市所有の物件は、次のとおりとする。 

所在地 いすみ市役所夷隅庁舎（いすみ市国府台 1524-1） 

物件番号 物 件 数 量 高 さ 
最低売却価格 

（税抜き） 

１ ヒラドツツジ玉物 小 ３株 １．０ｍ ３，０００円 

２ ヒラドツツジ玉物 中 ２株 １．５ｍ ５，０００円 

３－① ヒラドツツジ玉物 大 ３株 ２．０ｍ １５，０００円 

３－② ヒラドツツジ玉物 大 ３株 ２．０ｍ １５，０００円 

４－① ヒラドツツジ玉物 大 ４株 ２．０ｍ ２０，０００円 

４－② ヒラドツツジ玉物 大 ４株 ２．０ｍ ２０，０００円 

５ ヒラドツツジ列植 ２株 １．２ｍ ８，０００円 

６ サツキツツジ玉物 ３株 １．０ｍ ９，０００円 

７－① サツキツツジ玉物 ４株 １．０ｍ １２，０００円 

７－② サツキツツジ玉物 ４株 １．０ｍ １２，０００円 

８ サツキツツジ列植 １株 ０．７ｍ １，５００円 

９ マキ枝物 １本 ２．５ｍ １７，５００円 

１０ ツバキ １本 ２．０ｍ ２，５００円 

 

【入札物件２】 

所在地 いすみ市役所夷隅庁舎（いすみ市国府台 1524-1） 

物件番号 物 件 寸 法 数 量 
最低売却価格 

（税抜き） 

１ 会議用丸テーブル 
W4200㎜・D2600㎜・

H700㎜ 
１台 １，０００円 

２ 会議用椅子 
W500㎜・D480 ㎜・

H885㎜ 
２０脚 １００円／１脚 

 

（１） 入札物件については事前に必ず入札者ご自身において、現地及び諸規制について

調査確認を行ってください。   

（２） 入札物件の引渡しは、全て現状有姿で行います。   
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（３） 引渡し後の入札物件に、数量の不足等契約の内容に適合しない内容が発見され

ても、本市は一切の責任を負いません。   

（４） 移植、移転等に係る一切の費用及び埋め戻し費用は買受者負担となります。 

 

 【入札に参加する者に必要な資格】  

第２ 入札の参加者となることができるのは、個人又は法人で、次の各号のいずれにも

該当しない者とする。（いすみ市在住者以外でも参加できます）  

（１） 成年被後見人  

（２） 未成年者、被保佐人又は民法（明治 29年法律第 89 号）第 17 条第１項の審判を

受けた被補助人であって、契約締結のための同意を得ていない者 

（３） 破産者で復権を得ない者  

（４） 次に掲げる事項のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後

２年を経過していないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入

札代理人として使用する者  

ア 本市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物

件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者  

イ 本市の行う競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は

公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者  

ウ 本市の行う競争入札の落札者が本市と契約を締結すること、又は本市との契

約者が契約を履行することを妨げた者  

エ 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234 条の２第１項の規定による監督

又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者 

オ 正当な理由がなくて、本市との契約を履行しなかった者  

カ   アからオまでのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契

約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者  

（５） 地方自治法第第 239条２項に規定する物件に関する事務に従事する職員 

（６） 所在市町村税を滞納している者 

（７） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下

「不当行為防止等に関する法律」という。）第２条第２号に規定する暴力団その

他の団体及び不当行為防止等に関する法律第２条第６号に規定するそれらの構

成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に供しようとする

者  

（８） 前２号に掲げる者から委託を受けた者  

（９） 国内に在住していない者  

（10）日本語を完全に理解できない者 
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【契約上の主な特約】  

第３ 公序良俗に反する使用の禁止について次の特約を付するものとする。  

（１） 入札物件を不当行為防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団その他

の団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する

用途に使用してはならない。  

（２） 入札物件の所有権を第三者に移転する場合には、買主は前号の使用の禁止を書

面により継承させるものとし、当該第三者に対して前号の定めに反する使用を

させてはならない。  

（３） 入札物件について第三者に対して権利を設定する場合には、当該第三者に対し

て 第１号の定めに反する使用をさせてはならない。  

２ 前項について、本市が必要があると認めるときは、実地調査等を行うものと

し、買主及びその後の譲受人等は協力する義務を負うこと。  

３ 第１項に違反したときは売買代金の 100分の 30の額を違約金としていすみ市に

支払わなければならない。なお、違約金に１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てる。  

４ 入札物件に隠れた瑕疵があっても、市はその責めを負わない。 

  

【入札参加申込み】  

第４ 入札に参加しようとする者は、受付期間内に普通財産売却一般競争入札参加申込

書（様式第１号）を提出して所定の手続きをしなければならない。申込書類は返却し

ないものとする。  

２ 必要な書類を財政課窓口に持参又は郵送により提出すること。  

なお、郵送については書留郵便等、記録が残る方法で送付すること（受付期間内に

届かない場合は無効）  

（１） 受付期間 令和７年７月１日（火）から令和７年７月３０日（水）まで  

（ただし、土日祝日を除く)  

（２） 受付時間 ９時から１６時  

（３） 提出書類  

ア 個人の場合  

(ｱ) 普通財産売却一般競争入札参加申込書（様式第１号・印鑑登録証明書の印

で押印のこと）  

(ｲ) 住民票（発行後１箇月以内のもの）  

(ｳ) 印鑑登録証明書（発行後１箇月以内のもの）  

(ｴ) 納税証明書（発行後１箇月以内のもので、直近２か年の所在市町村税の未

納のない証明）  

(ｵ) 誓約書（様式第２号）  

(ｶ) 同意書（様式第３号・未成年者、被保佐人、被補助人のみ）  
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イ 法人の場合  

(ｱ) 普通財産売却一般競争入札参加申込書（様式第１号・印鑑証明書の印で押

印のこと）  

(ｲ) 履歴事項全部証明書（発行後１箇月以内のもの）  

(ｳ) 印鑑証明書（発行後１箇月以内のもの）  

(ｴ) 納税証明書（発行後１箇月以内のもので、直近２か年の所在市町村税の未

納のない証明）  

(ｵ) 誓約書（様式第２号）  

   ※ 提出した書類は返却しない。  

   ※ 受付期間内に全ての書類を提出するものとし、期間は厳守とする。  

 

（４） 受付場所  いすみ市役所大原庁舎 ２階 財政課  

（郵送は 〒298-8501 千葉県いすみ市大原 7400番地１ いすみ市役所財政課 宛）  

  

【入札物件公開の期間】  

第５ 入札物件公開は、次の期間において行う。  

（１） 期 間  令和７年７月１日（火）から令和７年７月３０日（水）まで  

（ただし、土日祝日を除く) ９時から１６時  

入札物件の確認を希望する者は、事前に氏名及び確認を希望する日時を財政課へ連

絡すること。電話での入札物件に関する質問は一切応じかねますので、予めご了承く

ださい。 

（いすみ市役所財政課：0470-62-1216）  

  

【入札書受付期間及び場所】  

第６ 入札の受付は、次の期間、場所において行う。必要な書類を財政課窓口に持参又

は郵送により提出すること。郵送については書留郵便等、記録が残る方法で送付す

ること（期間内に届かない場合は無効） 

（１） 期 間 令和７年７月１日（火）から令和７年７月３０日(水)まで  

（ただし、土日祝日を除く)９時から１６時  

（２） 場 所 いすみ市役所大原庁舎 ２階 財政課  

（郵送は 〒298-8501 千葉県いすみ市大原 7400番地１ いすみ市役所財政課 宛）  

 

【入札の方法】  

第７ 入札は、入札用封筒に入札書（様式第４号）を入れ、封かんして提出（郵送）す

ること。  

 

 



6 

２ 参加申込人の身分証明書（運転免許証等）コピーを窓口に持参すること。（郵送

の場合は、参加申込人の身分証明書コピーを添付すること。封かんした入札書

には身分証明書を入れないこと）  

３ 入札者は、いかなる理由があっても、提出した入札書の書替え、引換え又は撤

回をすることができない。  

４ 代理人が入札書を提出するときは、入札書提出前に委任状（様式第５号）及び

参加申込人の身分証明書（運転免許証等）のコピー、代理人の身分証明書（運

転免許証等）を提出すること。  

  

【入札書の記入方法】  

第８ 入札書には、入札金額、入札者の住所及び氏名（法人にあっては主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名）その他所定の事項を記入の上、印鑑登録証明書（法

人は印鑑証明書）の印を押さなければならない。  

２ 入札金額は、算用数字を用いて表示しなければならない。  

３ 入札金額は、見積もった契約希望代金の 110分の 100に相当する額とすること。 

  （消費税及び地方消費税を抜いた額とすること。）なお実際の契約金額は、入札金

額に消費税及び地方消費税を加算した額となる。 

 

【入札無効に関する事項】  

第９ 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。落札決定後又は契約締結後

にその事実が判明した場合も無効とする。  

（１） 入札を行う資格のない者の行った入札  

（２） 委任状を提出しない代理人のした入札  

（３） 入札書記載の金額を訂正した箇所若しくは氏名の下に押印のないもの又はその

記載が確認できないもの  

（４） 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札  

（５） 同一事項に対して２通以上の入札を行ったもの  

（６） 他の入札者の代理人となり、又は２人以上の代理人となった者の入札  

（７） 入札の際、談合その他不正の行為があったと認められる入札 

（８） ファックス、電子メール等による入札  

（９）前各号に掲げるもののほかいすみ市財務規則第 129条各号のいずれかに該当する

入札  

 

【開札】  

第１０ 開札は、入札会場において行う。  

（１） 日 時  令和７年７月３１日(木) 午前１０時００分  

（２） 場 所  いすみ市役所大原庁舎 ２階２０３会議室  
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※開札の立ち会い希望者は、７月３０日（水）１６時までに財政課へ連絡すること。  

（いすみ市役所財政課：0470-62-1216）  

 

【落札者の決定】  

第１１ 落札者は、最低売却価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った者とす

る。  

２ 落札者となるべき同額の入札をした者が２人以上あるときは、くじ引きで決定

するものとし、くじ引きは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定

する。該当者が入札会場にいるときは、その該当者がくじ引きを行う。  

３ 開札の結果、落札者を決定したときは、その者の氏名（法人にあってはその名

称）及び落札価格を入札者に知らせるものとする。  

 

【入札の変更等】  

第１２ 入札者が不正又は不誠実な行為をするおそれがあり、入札を公正に執行するこ

とができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執

行を延期し、若しくは中止することができる。  

  

【入札保証金及び契約保証金】  

第１３ 入札保証金及び契約保証金は、免除とする。   

 

【契約の締結】  

第１４ 落札者は、落札の通知を受けた日から５日以内（ただし、土日祝日を除く）に、

売買契約書をいすみ市財政課に提出して契約を締結しなければならない。  

２ 落札者は、契約締結の日から 14日以内に契約代金の全額を市が発行する納入通

知書により納付しなければならない。 なお実際の契約金額は、入札金額に消費

税及び地方消費税を加算した額となる。 

３ 落札者は、物件引渡しの完了以前に、その物件にかかる一切の権利義務を第三

者に譲渡することはできないものとする。  

４ 落札者は、入札物件に数量の不足又は隠れた瑕疵のあることを発見しても、こ

れを理由に契約の締結を拒み、落札の無効を主張し、又は代金の減免を請求す

ることができない。  

５ 落札者がその落札した物件を公序良俗に反する用途に供するおそれがあるとき

は、契約を締結しない。  

６ 落札者が契約を締結しないときは、当該入札に参加した予定価格（最低売却価

格）以上で有効な入札を行った次順位者と随意契約をすることができる。この

場合において、当該契約の締結は、落札金額（落札者が入札した金額）にて行 
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うものとし、かつ、当初の競争入札に付するときに定めた条件を変更してはな

らない。  

 

【契約の解除】  

第１５  契約者（落札者）が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該契約を解除す

ることができる。  

（１） 契約期間内に契約を履行せず、又は履行の見込みがないと明らかに認められる

とき。  

（２） 契約の履行について、不正な行為があったとき。  

（３） 前２号に定める場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。  

  

【所有権の移転】  

第１６ 所有権移転の時期は、契約代金が完納したときに移転する。  

  

【物件引渡し】  

第１７ 物件引渡しの期限及び場所は、次のとおりとする。 

（１）期限 令和７年１０月１７日（金） 

（２）場所 いすみ市役所夷隅庁舎（いすみ市国府台 1524番地 1） 

２ 契約者（落札者）は前号に定める引渡期限までに、物件の移転を完了しなくては

ならない。 

  

【その他】 

第１８ この公告に定めのない事項については、いすみ市財務規則によるものとする。  

   ２  物件引き渡し時に受領書を提出すること。 

 

【問合せ先】  

  いすみ市役所 財政課 管財班  

電話：0470-62-1216  
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様式第１号 

普通財産売却一般競争入札参加申込書 

 

令和  年  月  日 

 

いすみ市長 太 田  洋 様 

 

       申込人  住 所 

            氏 名               ㊞ 

            電話番号 

 

下記普通財産の一般競争入札に参加したいので、関係書類を添付し、入札

参加を申込みます。 

 

記 

物件名：入札物件１（物件番号１ヒラドツツジ玉物 小） 

※添付書類 

【個人】 住民票、印鑑登録証明書、納税証明書（直近２か年の所在市

町村税の未納のない証明）、誓約書 

同意書（必要な方のみ） 

【法人】 履歴事項全部証明書、印鑑証明書、納税証明書（直近２か年

の所在市町村税の未納のない証明）、誓約書 
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様式第２号 

誓 約 書 

               

                     令和  年  月  日 

 

いすみ市長 太 田  洋 様 

 

 私はいすみ市が実施する普通財産売却一般競争入札の参加に当たり、次

の事項を誓約します。 

 

 １ 令和７年度普通財産売却入札要領第２に記載する各号のいずれにも

該当しません。 

 ２ 入札に際し、令和７年度普通財産売却入札要領、売買契約書の内容

を遵守し、入札物件の法令上の規制を承知の上で参加します。 

 ３ 落札した物件の活用にあたっては、法令上の規制及び売買契約書の

内容を遵守します。 

 

 

         申込人  住 所 

              氏 名              ㊞ 
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様式第３号 

同 意 書 

               

                     令和  年  月  日 

いすみ市長 太 田  洋 様 

 

              住 所 

              氏 名              ㊞ 

              入札申込者との関係           

 

 下記の者が入札に参加し、落札の際は売買契約を締結することに、 

            として同意します。 

 

記 

 

 

      （入札申込人） 住 所 

              氏 名              ㊞ 
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様式第４号 

入 札 書 

（普通財産売却一般競争入札） 

 

                     令和  年  月  日 

 

 いすみ市長 太 田  洋 様 

 

          （住所） 

          （氏名）                 ㊞ 

 

 下記のとおりいすみ市財務規則並びに入札心得及びその他指示事項を承

諾のうえ入札します。 

記 

 

 

 

 

（物件名）入札物件１（物件番号１ヒラドツツジ玉物 小） 

※入札金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額を記入してください。 

※代理人が入札する場合、入札書は代理人が記名押印（代理人の印鑑）し

てください。 

百 拾 万 千 百 拾 円 
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様式第５号 

委 任 状 

令和  年  月  日 

 

 いすみ市長 太 田  洋 様 

 

         （申込人）住 所 

              氏 名              ㊞ 

 

 今般                      を代理人と定め、 

 

普通財産売却一般競争入札について、下記の権限を委任します。 

なお、委任解約をした場合には、連署のうえ届け出ます。 

記 

 

１ 入札書提出の件 

２ その他上記委任事項に関する一切の件 

 

           代理人                 ㊞ 
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様式第４号 

入 札 書 

（普通財産売却一般競争入札） 

 

                       令和  年 月 日 

 いすみ市長 太 田  洋 様 

 

          （住所）いすみ市□□○○○番 

          （氏名）いすみ  太 郎  ㊞ 

 

 

 下記のとおりいすみ市財務規則並びに入札心得及びその他指示事項を承

諾のうえ入札します。 

記 

 

 

 

 

（物件名）入札物件１（物件番号１ヒラドツツジ玉物 小） 

※入札金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額を記入してください。 

※代理人が入札する場合、入札書は代理人が記名押印（代理人の印鑑）してく だ

さい。 

百 拾 万 千 百 拾 円 

  ５ ０ ０ ０ ０ 

①申込人本人の住所・氏名 

入札書 記載例 

（入札申込人本人が入札に参加する場合） 

②入札参加申込書に押印した印（実印） 

③消費税抜きの購入希望額を算用数字で記入 
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様式第４号 

入 札 書 

（普通財産売却一般競争入札） 

 

                       令和 年 月 日 

 いすみ市長 太 田  洋 様 

 

          （住所）いすみ市□□○○○番 

          （氏名）千葉  二 郎  ㊞ 

 

 

 下記のとおりいすみ市財務規則並びに入札心得及びその他指示事項を承

諾のうえ入札します。 

 

記 

 

 

 

（物件名）入札物件１（物件番号１ヒラドツツジ玉物 小） 

※入札金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額を記入してください。 

※代理人が入札する場合、入札書は代理人が記名押印（代理人の印鑑）してく だ

さい。 

百 拾 万 千 百 拾 円 

  ５ ０ ０ ０ ０ 

①代理人の住所・氏名 

入札書 記載例 

（代理人が入札書を提出する場合） 

②代理人の印 

③消費税抜きの購入希望額を算用数字で記入 
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様式第５号 

委 任 状 

令和  年  月  日 

 

 いすみ市長 太 田  洋 様 

 

         （申込人）住 所 いすみ市△△△○○番地 

              氏 名 ○○○株式会社 

                  代表取締役社長 夷隅 一郎 ㊞ 

 

 

 

 今般     千  葉   二  郎     を代理人と定め、 

普通財産売却一般競争入札について、下記の権限を委任します。 

なお、委任解約をした場合には、連署のうえ届け出ます。 

記 

１ 入札書提出の件 

２ その他上記委任事項に関する一切の件 

 

           代理人  千  葉  二 郎    ㊞ 

  

③代理人の氏名 

①申込人本人の住所・氏名 

②入札参加申込書に押印した印（実印） 

委任状 記載例 

（代理人が入札書を提出する場合） 

④代理人の氏名 ⑤代理人の印（入札書押印と同じ印） 

 代理人が入札するときは、必ず委任状が必要になります。 
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入札書の封筒記載例 

封筒（表）         封筒（裏） 
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○
○
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印
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☆注意事項☆ 

・ 縦書き、横書きは問いません。 

・ 表面に「入札書在中」と記載してください。 

・ 入札書を入れて封筒の張り合わせ部分に実印を押印してください。 

・ 入札物件名は「物件番号、物件名」を記載してください。 

代理人が入札する場合 

・ 入札書は代理人が記名押印（代理人の印鑑）してください。 

・ 封筒の裏面は代理人の印鑑を押印してください。 
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入札書を入れた封筒を郵送する場合 

 

 

 

  

 

 

  

            8 5 0 1 

        

 

 

 

 

 

 

※直接窓口に参加申込人が入札書を提出される場合は、身分証明書（運転

免許証等）を持参してください。 

※代理人が窓口で提出される場合は、参加申込人の身分証明書（運転免許

証等）のコピーと、委任状及び代理人の身分証明書（運転免許証等）が必

要となります。 

 

2     8 9 
 

千葉県いすみ市大原  

7400-1 

いすみ市役所財政課 行 
 

入
札
書
在
中 

身分証明書 

（運転免許証等） 

のコピー 

 

入札書を入れた封筒を郵送する場合は、

参加申込人の身分証明書（運転免許証等）

のコピーを別に添付のうえ、郵送ください。 

（入札書を入れた封筒の中に、身分証明書

のコピーを入れた場合は無効となる場合が

あります。） 

郵送については書留郵便等、記録が残

る方法で送付してください（期間内に届

かない場合は無効となります）。 

 

書
留 
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普通財産売買契約書（案） 

 

 いすみ市（以下「売払者」という。）と  （落札者） （以下「買受者」と

いう。）とは、次の条項により売買契約を締結する。 

 

 （物件の表示） 

第1条 売買物件は、次のとおりとする。 

所在地 いすみ市役所夷隅庁舎（いすみ市国府台 1524-1） 

物件番号 物 件 数 量 高 さ  

1 ヒラドツツジ玉物 小 ３株 １．０ｍ  

 

 （契約保証金） 

第2条 契約保証金は、免除とする。 

 （売買代金） 

第3条 売買代金は、金（入札金額＋消費税・地方消費税の額）円 

   （うち取引に係る消費税額及び地方消費税額   円）とする 

 （代金の支払） 

第4条 買受者は、売払者の発行する納入通知書により、令和 年  月  日

までに、売買代金全額を売払者に支払わなければならない。 

 （所有権の移転） 

第5条 売買物件の所有権は、買受者が売買代金の支払いを完了した時、買受者

に移転する。 
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 （売買物件の引渡し） 

第6条 売買物件は現状渡しとし、前条に定める手続きが完了した後、引き渡す

ものとする。 

2 売買物件の管理責任は引渡しと同時に売払者から買受者に移転し、買受者

は、その責任と負担において売買物件の管理、輸送、保管等を行うものとす

る。なお物件については令和７年１０月１７日（金）までに移植、移転を完

了しなければならない。 

3 前項の規定による移植、移転が完了できない場合は売買物件を放棄したもの

とみなし一切の権限を売払者に移譲するものとする 

 （危険負担） 

第7条 買受者は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当

該物件が、売払者の責に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場

合には、売払者に対して売買代金の減免を請求することができない。 

 （契約不適合責任） 

第8条 買受者は、本契約締結後、民法、商法及び本契約の他の条項にかかわら

ず、引き渡されたこの物件が種類、品質、又は面積等に関して契約内容に適

合しないことを理由として、履行の追完の請求、代金の減額請求、損害賠償

の請求及び契約の解除をすることができない。 

 （権利の譲渡及び所有権以外の権利設定の制限） 

第9条 買受者は、第６条による手続きが完了するまでの間は、権利義務を第三

者に譲渡することができない。 

2 買受者は、第６条による手続きが完了するまでの間は、賃借権、抵当権、そ
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の他所有権以外の権利を設定することができない。 

 （禁止用途） 

第10条 買受者は、売買物件について、暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に定める暴力団その他の反社

会的団体及びそれらの構成員若しくはそれらの者から委託を受けた者がその

活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用してはならない。 

2 買受者は、売買物件について第三者に所有権を移転し、又は権利を設定する

場合（抵当権を除く。）には、前項及び第 12条に定める義務を書面により承

継させ、当該第三者に対して当該義務を履行させなければならない。 

 （実地調査等） 

第11条 売払者は、前条に定める義務の履行状況を確認するため、随時に実地調

査し、又は買受者に対し所要の報告を求めることができる。この場合におい

て、買受者は調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は報告を怠ってはならな

い。 

 （違約金） 

第12条 買受者は、第 11条第１項及び第２項に定める義務に違反したときは、

金[売買代金の 100分の 30の額（円未満切り捨て）]円を違約金として売払

者に支払わなければならない。 

2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定とは解釈しない。 

 （契約解除） 

第13条 売払者は、買受者が本契約に定める条項に違反したときは、本契約を解

除することができる。 
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 （損害賠償） 

第14条 前条の規定により本契約を解除した場合において、売払者に損害がある

ときは、売払者は買受者に対しその賠償を請求することができる。 

 （原状回復義務） 

第15条 買受者は、売払者が第 14条の規定により本契約を解除したときは、売

払者の指示する期日までに、買受者の負担において売買物件を原状に回復し

て売払者に返還しなければならない。ただし、売払者が売買物件を原状に回

復させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。 

2 買受者は、前項の規定により売買物件を売払者に返還するときは、売払者の

指示する期日までに、売払者の指示する売買物件の所有権移転手続きに必要

な書類を売払者に提出しなければならない。 

 （返還金） 

第16条 売払者が、第 14条により本契約を解除した場合、売払者と買受者は、

互いに有する金銭債権を対等額について相殺し、差額がある場合はその差額

について返還又は請求する。 

2 売払者は、前項により買受者に対する返還金があるときは、これに利息を付

さない。 

 （費用等の請求権の放棄） 

第17条 買受者は、売払者が第 14条により本契約を解除した場合において、買

受者が本契約締結のために支出した費用及び売買物件に投じた必要費、有益

費等の費用、並びに売買物件にかかる公租公課は、これを売払者に請求しな

い。 
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 （費用負担） 

第18条 本契約の締結に要する費用は、買受者の負担とする。 

 （法令等の規制の遵守） 

第19条 買受者は、売買物件の法令等の規制を熟知の上、この契約を締結したも

のである事を確認し、売買物件を利用するにあたっては、当該法令等を遵守

するものとする。 

（信義誠実の義務及び疑義の決定） 

第20条 売払者買受者両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければな

らない。 

2 本契約に関し疑義のあるときは、売払者買受者協議のうえ決定する。 

 

 上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、売払者買受者記名押

印のうえ、各自その１通を保有する。 

  

 

令和  年  月  日 

 千葉県いすみ市大原７４００－１ 

売払者 いすみ市 

いすみ市長 太 田  洋 

                  

             買受者  
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入札とは？ 

１ 入札参加申込書の提出と売買物件の確認 

まず、入札に参加するために、期日までに入札参加申込書、誓約書等を提出していただ

きます。また、売買物件は公開しますので、財政課に連絡のうえ、確認いただくようお

願いします。 

 

２ 入札・開札 

予定価格以上で一番高い価格を入札された方を落札者とします。 

同価格の入札者が二人以上ある場合はくじ引きにより落札者を決定します。くじ引き

は、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定します。該当者が入札会場にいる

ときは、その該当者がくじ引きを行います。 

   

※Ａさんは予定価格を下回っているため落札できません。 

※Ｂさんは予定価格を上回っているもののＣさんよりは下回っているため落札できません。 

※Ｃさんは予定価格上回り、かつ、最高ですので落札者となります。 

 

３ 契 約 

落札者には、指定された期日までに契約を締結していただきます。 

 

４ 契約金額の納入 

落札者には、指定された期日までに契約金額を納入していただきます。 

 

５ 物件の引渡し 

契約金額の納入と同時に所有権移転がなされたものとみなします。 

所有者変更手続き及び車両の運搬等は、落札者が自ら行います。 

※所有者変更等手続きに係る一切の費用は、落札者の負担になります。 

 

 

 

  

一般競争入札とは、市があらかじめ定めた予定価格（最低売却価格）以上で、一番高い価格を

入札された方が購入いただける方法です。 
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入札心得 

1 入札書は、所定の手続により指定された時刻までに提出しなければならない。 

2 入札者は、次の者に入札の行為を代理人として委任することはできない。 

(1） 地方自治法施行令第 167条の 4に該当する者 

(2） 法人企業の場合は、その役員及び使用人以外の者 

(3） 個人企業の場合は、入札執行者が入札者を代理するに足りると認めた以外の者 

3 入札者(入札代理人を含む。以下同じ。)は、入札書提出後、入札書の引換え、変更、

若しくは取消しをすることができない。 

4 「入札無効に関する事項」に抵触した入札は無効とする。 

5 入札者は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)

等に抵触する行為を行ってはならない。 

6 入札者が連合し、又は不正の行為を行う等により入札を公正に執行することができな

いと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を取りやめ

ることがある。 

7 落札者の契約をなすべき期限は、落札決定の通知を受けた日から 5日以内とする。 

 

※ 入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約希望金額の消費税抜きの金額を入札書に記載すること 
 


